
平成27年1月からの受診分

■ 適用区分（ア）の世帯　　２５２，６００円 適用区分（ア）の世帯　　２５２，６００円
■ 適用区分（イ）の世帯　　２５２，６００円 適用区分（イ）の世帯　　２５２，６００円
■ 適用区分（ウ）の世帯 適用区分（ウ）の世帯
■ 適用区分（エ）の世帯　　２５２，６００円 適用区分（エ）の世帯
■ 適用区分（オ）の世帯　　２５２，６００円 適用区分（オ）の世帯　　２５２，６００円

（総医療費－267,000）×1％
８０，１００円

４４，４００円

１０月 翌年９月

　３５，４００円   ２４，６００円

　８０，１００円
　５７，６００円

  ４４，４００円
  ４４，４００円

過去12ヶ月以内に、同一世帯で高額療養費の該当が４回以上あった場合、４回目
以降の限度額は軽減されます。

２５２，６００円 １４０，１００円
１６７，４００円   ９３，０００円

の部分が高額療養費として支給

注）　熊本市国民健康保険以外の保険者による高額療養費は、多数該当の対象とはなり
ません。（高額療養費の計算は同一保険者の下によります。）

例：適用区分（ウ）の世帯の場合

５回目

の部分が自己負担限度額

１回目 ２回目 ３回目 ４回目


